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議案第 ６６ 号  

 

周南市民俗資料展示施設条例の一部を改正する条例制定について 

 

周南市民俗資料展示施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和５年６月２３日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子  

 

周南市民俗資料展示施設条例の一部を改正する条例 

周南市民俗資料展示施設条例（平成17年周南市条例第27号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２項の表中 

「 

周南市新南陽民俗資料展示室 周南市福川中市町１番７号 

 」 

を 

「 

周南市民俗資料館 周南市中畷町15番22号 

」 

に改める。 

第５条の表中 

「 

周南市新南陽民俗資料展示室 (１) 火曜日、木曜日、土曜日及び日曜日 

(２) 12月28日から翌年の１月３日まで 

(３) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する休日 

」 

を 
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「 

周南市民俗資料館 (１) 火曜日、木曜日、土曜日（第１土曜日

及び第３土曜日を除く。）及び日曜日 

(２) 12月28日から翌年の１月３日まで 

(３) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する休日 

」 

に改める。 

第６条の表中「周南市新南陽民俗資料展示室」を「周南市民俗資料館」に改める。 

第11条中「補てん」を「補塡」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年８月18日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の周南市民俗資料展示施設条例の規定による周南市民俗資

料館の利用の許可申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前に

おいても行うことができる。 
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（参  考）  

周南市民俗資料展示施設条例新旧対照表  

現行  改正案  

（設置）  （設置）  

第２条  （略）  第２条  （略）  

２  展示施設の名称及び位置は、次のとおりとする。  ２  展示施設の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称  位置  

周南市新南陽民俗資料展示室  周南市福川中市町１番７号  

（略）  
 

名称  位置  

周南市民俗資料館  周南市中畷町 15番 22号  

（略）  
 

 

（休館日）  

 

（休館日）  

第５条  展示施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教

育委員会が特に必要があると認める場合は、これを変更する

ことができる。  

第５条  展示施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教

育委員会が特に必要があると認める場合は、これを変更する

ことができる。  

名称  休館日  

周南市新南陽民俗資料展示

室  

(１ )  火 曜 日 、 木 曜 日 、 土 曜 日

及び日曜日  

 

(２ )  12月 28日 か ら 翌 年 の １ 月

３日まで  

(３ )  国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律

名称  休館日  

周南市民俗資料館  (１ )  火 曜 日 、 木 曜 日 、 土 曜 日

（ 第 １ 土 曜 日 及 び 第 ３ 土 曜 日

を除く。）及び日曜日  

(２ )  12月 28日 か ら 翌 年 の １ 月

３日まで  

(３ )  国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律
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現行  改正案  

（昭和 23年法律第 178号）に規

定する休日  

（略）  
 

（昭和 23年法律第 178号）に規

定する休日  

（略）  
 

 

（開館時間）  

 

（開館時間）  

第６条  展示施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、

教育委員会が特に必要があると認める場合は、これを変更す

ることができる。  

第６条  展示施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、

教育委員会が特に必要があると認める場合は、これを変更す

ることができる。  

名称  開館時間  

周南市新南陽民俗資料展示

室  

午 前 ９ 時 30分 か ら 午 後 ４ 時 30分

まで  

（略）  
 

名称  開館時間  

周南市民俗資料館  午 前 ９ 時 30分 か ら 午 後 ４ 時 30分

まで  

（略）  
 

 

（損害賠償）  

 

（損害賠償）  

第 11条  利用者及び観覧者は、展示施設及び資料を損傷したと

き、又は資料を亡失したときは、その負担においてこれを修

理し、若しくは補てんし、又は金銭をもってその損害を賠償

しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があ

ると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することが

できる。  

 

第 11条  利用者及び観覧者は、展示施設及び資料を損傷したと

き、又は資料を亡失したときは、その負担においてこれを修

理し、若しくは補塡し、又は金銭をもってその損害を賠償し

なければならない。ただし、市長がやむを得ない理由がある

と認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することがで

きる。  

 

 


